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寒 川 町 公 共 下 水 道 使 用 料 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1(第 3条 、 第 3条 の 2関 係 ) 別 表 第 1(第 3条 、 第 3条 の 2関 係 ) 

1月 当 た り の 公 共 下 水 道 使 用 料 表  1月 当 た り の 公 共 下 水 道 使 用 料 表  

区 分  基 本 料 金  超 過 料 金  

排

水

量  

使 用

料  

排 水 量  使 用 料  

(1立 方 メ

ー ト ル に

つ き ) 

一 般

汚 水  

8 立

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の

分  

707

円

8 立 方 メ ー ト ル

を 超 え 20立 方 メ

ー ト ル 以 下 の 分  

91円

2 0立 方 メ ー ト ル

を 超 え 50立 方 メ

ー ト ル 以 下 の 分  

108円

5 0立 方 メ ー ト ル

を 超 え 1 0 0 立 方

メ ー ト ル 以 下 の

分  

142円

1 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え 2 0 0 立

方 メ ー ト ル 以 下

の 分  

160円

2 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え 3 0 0 立

方 メ ー ト ル 以 下

の 分  

176円

3 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え 5 0 0 立

方 メ ー ト ル 以 下

の 分  

188円

5 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え る 分  

205円

公 衆

浴 場

汚 水  

排 水 量 1立 方 メ ー ト ル に つ き  5円  

 

区 分  基 本 料 金  超 過 料 金  

排

水

量  

使 用

料  

排 水 量  使 用 料  

(1立 方 メ

ー ト ル に

つ き ) 

一 般

汚 水  

8 立

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の

分  

747

円

8 立 方 メ ー ト ル

を 超 え 20立 方 メ

ー ト ル 以 下 の 分  

96円

2 0立 方 メ ー ト ル

を 超 え 50立 方 メ

ー ト ル 以 下 の 分  

114円

5 0立 方 メ ー ト ル

を 超 え 1 0 0 立 方

メ ー ト ル 以 下 の

分  

150円

1 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え 2 0 0 立

方 メ ー ト ル 以 下

の 分  

169円

2 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え 3 0 0 立

方 メ ー ト ル 以 下

の 分  

186円

3 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え 5 0 0 立

方 メ ー ト ル 以 下

の 分  

199円

5 0 0 立 方 メ ー ト

ル を 超 え る 分  

216円

公 衆

浴 場

汚 水  

排 水 量 1立 方 メ ー ト ル に つ き  5円  

 

備 考  備 考  

1 こ の 表 は 、1月 分 ご と の 排 水 量 に よ

り 使 用 料 を 計 算 す る 場 合 に 適 用 す

る 。た だ し 、2月 分 ご と の 排 水 量 に よ

1 こ の 表 は 、1月 分 ご と の 排 水 量 に よ

り 使 用 料 を 計 算 す る 場 合 に 適 用 す

る 。た だ し 、2月 分 ご と の 排 水 量 に よ
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り 使 用 料 を 計 算 す る 場 合 に あ つ て

は 、一 般 汚 水 の 区 分 に 掲 げ る 数 値 (超

過 料 金 の 使 用 料 の 欄 に 掲 げ る 数 値 を

除 く 。 )に そ れ ぞ れ 2を 乗 じ て 適 用 す

る 。  

り 使 用 料 を 計 算 す る 場 合 に あ つ て

は 、一 般 汚 水 の 区 分 に 掲 げ る 数 値 (超

過 料 金 の 使 用 料 の 欄 に 掲 げ る 数 値 を

除 く 。 )に そ れ ぞ れ 2を 乗 じ て 適 用 す

る 。  

2 一 般 汚 水 と は 、 公 衆 浴 場 汚 水 以 外

の 汚 水 を い う 。  

2 一 般 汚 水 と は 、 公 衆 浴 場 汚 水 以 外

の 汚 水 を い う 。  

3 公 衆 浴 場 汚 水 と は 、公 衆 浴 場 法 (昭

和 23年 法 律 第 139号 )第 1条 第 1項 に 規

定 す る 施 設 で 、 物 価 統 制 令 (昭 和 2 1

年 勅 令 第 1 1 8号 )第 4条 の 規 定 に よ り

入 浴 料 金 に つ い て 統 制 額 の 指 定 を 受

け て い る も の か ら 排 除 さ れ る 汚 水 を

い う 。  

3 公 衆 浴 場 汚 水 と は 、公 衆 浴 場 法 (昭

和 23年 法 律 第 139号 )第 1条 第 1項 に 規

定 す る 施 設 で 、 物 価 統 制 令 (昭 和 2 1

年 勅 令 第 1 1 8号 )第 4条 の 規 定 に よ り

入 浴 料 金 に つ い て 統 制 額 の 指 定 を 受

け て い る も の か ら 排 除 さ れ る 汚 水 を

い う 。  

4 1立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 は 、切 り

捨 て る も の と す る 。  

4 1立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 は 、切 り

捨 て る も の と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 (施 行 期 日 ) 

 1 こ の 条 例 は 、 令 和 3年 10月 1日 か ら 施 行

す る 。  

 (経 過 措 置 ) 

 2 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 寒 川 町 公 共 下

水 道 使 用 料 条 例 の 規 定 は 、 令 和 3年 10月

分 の 使 用 料 か ら 適 用 し 、令 和 3年 9月 分 ま

で の 使 用 料 に つ い て は 、な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

 


